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新発田市公共施設照明設備 LED 化業務委託プロポーザル募集要項 
 

１ 趣旨 

新発田市（以下「本市」という。）は、地球温暖化対策を推進するため、公共施設における省エネル

ギー化を重要な施策と位置付けています。 

この要項は、消費電力の削減による温室効果ガスの排出抑制と、電気料金の削減による財政負担の

軽減を図るため、公共施設照明設備 LED 化業務（以下「本業務」という。）を行うにあたり、豊富な

経験と高度な技術力を有する事業者の中から、公募型プロポーザル方式により、本業務の受託事業者

を選定するために必要な事項を定めるものです。 

 

２ 目的 

本市は、令和 3 年 6 月にゼロカーボンシティ宣言を行い、2050 年度までに温室効果ガス排出量実

質ゼロを目指しています。本業務は、この目標達成に向けた具体的な取組の一つであり、公共施設に

おける省エネルギー化を推進することで、持続可能な地域社会の実現を目指しています。 

本業務では、公共施設照明の LED 化に伴う省エネルギー効果の検証、最適な照明設計・施工管理

など、専門的な知識と技術に基づく提案を求め、公共施設のコスト削減及び新発田市地球温暖化対策

実行計画（事務事業編）に掲げる温室効果ガス削減目標を達成するために、公共施設照明設備の LED

化を実施します。 

 

３ 業務概要 

⑴ 業 務 名  新発田市公共施設照明設備 LED 化業務委託 

⑵ 対象施設  本市が所有する小学校、中学校、保育園及びスポーツ施設等 計 22 施設（別紙「新

発田市公共施設照明設備 LED 化業務委託対象施設一覧表」のとおり） 

⑶ 履行期間  契約締結日から令和 9 年３月 17 日まで 

⑷ 業務内容  ア LED照明導入に係る現地調査業務 

イ LED照明導入に係る施工計画作成業務 

ウ LED照明器具・ランプの調達、設置業務 

エ 既存照明器具等の撤去、運搬・廃棄業務 

オ 施工管理及び進捗管理業務 

カ その他上記に関連する事項 

 

４ 提案上限額 

⑴ 各グループの提案上限額の合計は、次のとおりとします。 

Ａグループ（７施設） 233,640 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

Ｂグループ（６施設） 214,599 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

Ｃグループ（９施設） 211,299 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

⑵ 各グループの内訳及び施設ごとの提案上限額（消費税及び地方消費税を含む。）は、別紙「新発田

市公共施設照明設備 LED 化業務委託対象施設一覧表」によるものとします。 

⑶ 応募者は、参加表明時に希望するグループを選択するものとします。なお、単一グループのみを

希望することも、複数グループを希望することも可能です。ただし、最終的な受託事業者の決定は、
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１応募者につき１グループのみの割り当てとします。 

⑷ この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務内容の規模を示すものです。 

⑸ 上記提案上限額を超えないでください。 

 

５ 参加資格 

⑴ 応募者の形態 

ア 本プロポーザルに参加しようとする者は、本業務を十分に遂行する能力を有すると認められる

複数企業による共同企業体（以下「共同企業体」という。）とします。また、参加表明書類の提出

後は、原則として参加者の構成員の変更及び追加は認めません。ただし、やむを得ない事情が生

じたときは、本市と協議のうえ、本市がこれを認めた場合はこの限りではありません。 

   なお、共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員になることはできません。 

イ 共同企業体の代表事業者１者は新発田市入札参加資格等級 A ランクより選定し、本市の対応

窓口となり、本業務遂行の責任を負うものとし、当該共同企業体における出資割合が最大である

ことを要します。また、参加表明書提出時には、すべての構成員を明示するものとします。 

⑵ 応募資格 

応募者（構成員含む。）は、次のアからサまでのすべての要件を満たすものとします。なお、受託

事業者の決定は、1 共同企業体につき 1 グループのみの割り当てとなります。 

 ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

 イ 新発田市暴力団排除条例（平成 24 年新発田市条例第 2 号）第２条第１号及び第２号に規定

する暴力団又は暴力団員でないこと。暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

ウ 新発田市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成19年新発田市告示第90号）の規定

に基づく指名停止期間中でないこと。 

エ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続又は民事再生法（平成11

年法律第225号）第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされていないこと。ただし、

手続開始の決定後、経営事項審査を受け、市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、本市の

資格審査を経て有資格業者と認定された者で、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の

認可決定が確定された者を除く。 

 オ 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定による精算の開始又は破産法

（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされて

いないこと。 

カ 営業に関し許認可等を必要とする場合は、その許認可等を受けていること。 

キ 法人税又は所得税及び消費税、地方消費税並びに本市の市税を滞納していないこと。 

ク 公告日現在において、新発田市建設工事入札参加資格審査規程実施要項（平成３年新発田市

告示第23号）で定める入札参加資格を有する者で工事の種類「電気工事」に登録されているこ

と。 

 ケ 本市に主たる営業所又は従たる営業所（公告日現在において、主たる営業所から当市との契

約に関する一切の権限を委任されている営業所）を有すこと、また、本市と円滑な連絡調整が

できるとともに、本市の指示に柔軟に対応できる体制を有すること。 

コ 仕様書に基づく本業務を履行するために必要な業務経験を有し、本業務に精通した者を従事
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させるとともに、かつ本業務を円滑・確実に遂行するために必要な経営基盤を有していること。 

サ 公告日の前日までに本市と災害応援業務協定を締結している者であること。 

※契約締結後であっても、上記アからサまでの条件を満たしていないと判断された場合、契約の

解除を行う場合があります。 

 

６ スケジュール 

  公募のスケジュールは、以下のとおり行う予定です（ただし、変更する場合があります。）。 

 

７ 参加表明書の提出 

  本プロポーザルに参加を希望する者は、以下のとおり書類を提出してください。 

提出期限 令和８年５月７日（木）15 時まで 

提出書類 １ 参加表明書（様式 1 号-１） 

※参加表明書には、各グループ（A・B・C）から希望するグループを選択し記入

してください。なお、単一グループのみを希望することも、複数グループを希

望することも可能です。ただし、受託事業者の決定は、1 共同企業体につき 1

グループのみの割り当てとなります。 

２ 共同企業体協定書（様式 1 号-２） 

３ 誓約書（様式 1 号-３） 

４ 法人概要書（様式２号） 

５ 業務実績書（様式３号） 

※類似の業務実績がある場合のみ 

６ 納税証明書 

※直近１年の法人税、消費税（地方消費税を含む）、法人事業税及び法人市民税の

納税証明書 

※提出日の３か月以内に発行されたもの（写し可） 

※代表事業者及び構成員それぞれの納税証明書を提出してください。 

内容 期間等 

公告 令和 8 年４月 9 日（木） 

質問の受付期間 令和 8 年４月 9 日（木）から４月 13 日（月）15 時まで 

図面の貸与及び現地確認の申込

受付期間 令和 8 年４月 9 日（木）から 4 月 28 日（火）15 時まで 

図面の貸与及び現地確認の実施

期間（事前申込必要） 
令和 8 年４月 9 日（木）から 5 月 7 日（木）まで 

参加表明書の提出期限 令和 8 年５月 7 日（木）15 時まで 

企画提案書の提出期限 令和 8 年５月 13 日（水）15 時まで 

審査（プレゼンテーション審査） 令和８年５月 18 日（月）午後 

選定結果の通知、公表 令和８年５月下旬 

契約の締結 令和８年６月上旬 

業務の開始 令和８年６月中旬 
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提出部数 １部 

提出方法 事前に電話連絡のうえ、直接持参してください。 

問合せ・

提出先 

〒957-8686 新発田市中央町３丁目３番３号（ヨリネスしばた１階） 

新発田市環境衛生課生活環境係 電話：0254-28-9120（直通） 

 

８ 質問の受付 

  本プロポーザルに関する質問の受付及び回答については、以下のとおりです。 

受付期間 令和８年４月９日（木）から４月 13 日（月）15 時まで 

提出書類 質問書（様式４号） 

提出方法 

電子メールで提出してください。 

担 当：新発田市環境衛生課生活環境係 

提出先：kankyou@city.shibata.lg.jp 

※電子メール送信の際の件名は、「新発田市公共施設照明設備 LED 化業務委託に関す

る質問書（応募者名）」として送信してください。 

※送信後、必ず電話で担当へ連絡してください。 

電話：0254-28-9120（直通）（９時から 17 時まで） 

※質問は、共同企業体協定書（様式第１号-２）第６条に定める代表者が行うものとし

ます。 

回答方法 令和８年４月 15 日（水）までに市ホームページに回答を掲載します。 

 

９ 図面の貸与及び現地確認 

対象施設の図面の貸与や現地確認を希望する場合は、事前に申込みが必要です。（事前申込以外で

の図面の貸与及び現地確認は受け付けません。） 

受付期間 令和８年４月９日（木）から４月 28 日（火）15 時まで 

貸与・現地

確認期間 
令和 8 年４月９日（木）から５月７日（木）まで 

提出書類 

任意様式に以下の事項を記入して申し込んでください。 

⑴ 住所、商号又は名称及び代表者職氏名 

⑵ 担当者の部署、氏名及び連絡先（電話番号、E-mailアドレス） 

 ⑶ 図面の貸与を希望する施設名  ※図面の貸与を希望する場合のみ 

 ⑷ 来庁希望日時、来庁予定者名  ※図面の貸与を希望する場合のみ 

⑸ 現地確認を希望する施設名   ※現地確認を希望する場合のみ 

申込方法 

電子メールで申し込みください。 

担 当：新発田市環境衛生課生活環境係 

提出先：kankyou@city.shibata.lg.jp 

※電子メール送信の際の件名は、「新発田市公共施設照明設備 LED 化業務委託に関

する図面貸与及び現地確認（応募者名）」として送信してください。 

※送信後、必ず電話で担当へ連絡してください。 

電話：0254-28-9120（直通）（９時から 17 時まで） 

貸与・現地 受付後、日程を調整し貸与日または現地確認日を担当者へ連絡します。なお、図面
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確認方法 を借用する場合は借用書（任意様式）に必要事項を記入し持参のうえ、指定した日

時に環境衛生課窓口にお越しください。 

その他 

⑴ 貸与する図面は、本業務のみ使用するものとします。 

⑵ 貸与期間は、１共同企業体最⾧２日とします。なお、貸与期間終了日が土日祝

日である場合はその翌開庁日までを貸与期間とします。 

 

10 企画提案書の提出 

  参加表明書提出後に以下のとおり、企画提案に係る書類を提出してください。 

提出期限 令和８年５月 13 日（水）15 時まで 

提出書類 
１ 企画提案書（様式５号）及び任意様式 

２ 見積書（様式６号-１～３）及び施設別内訳書（任意様式） 

提出部数 ８部（正本１部、副本７部） 

提出方法 事前に電話連絡のうえ、直接持参してください。 

問合せ・

提出先 

〒957-8686 新発田市中央町３丁目３番３号（ヨリネスしばた１階） 

新発田市環境衛生課生活環境係 電話：0254-28-9120（直通） 

作成方法 

⑴ 作成方法 

ア 表紙は、企画提案書（様式５号）とし、表紙以降は任意様式により下記に示す

記載すべき事項を簡潔にまとめ、Ａ４版両面（文字サイズは 11pt 以上）で全５枚

（10 ページ以内）に簡潔にまとめ、余白に通し番号を付してください。 

イ 文章を補完するためのイラスト、イメージ図、又は図面等の使用は可とします。 

⑵ 企画提案書等に記載すべき事項 

ア 仕様書及び別表「審査項目及び配点」に示された審査項目内容を踏まえ、具体

的に提案してください。 

イ 見積書（様式６号-１～３）には、履行期間中の本業務に係る費用の見込額に当

該金額の消費税及び地方消費税に係る税率に相当する額を加算した額を各グル

ープ別に提出してください。上限額については「４ 提案上限額」に示すとおりと

します。 

ウ 施設別内訳書（任意様式）は、対象施設別に消費税及び地方消費税を除いた価

格及び税込み価格を記入してください。 

 

11 選定方法 

新発田市公共施設照明設備 LED 化業務委託受託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において、提出された企画提案書に基づき審査を実施のうえ、別表「１審査項目及び配点」及び「２

採点基準」により評価し、最も評価の高い順に２者を契約候補者及び次順位候補者として選定します。

なお、最終的な受託事業者の決定は、１共同企業体につき１グループのみの割り当てであることから、

同一応募者が複数グループで契約候補者に選定された場合は、応募者は契約候補者に選定された複数

グループから受託を希望する１グループを選択するものとします。この場合、選択されなかったグル

ープにおいては、次順位候補者を新たな契約候補者とします。 

また、本プロポーザルでは、企画提案内容の評価が一定の基準点数に達しないときは、当該企画提

案を不採択とする最低採択基準点を設定します。最低採択基準点は、本評価基準の満点（120 点）の
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うち 72 点とし、採択される企画提案がなかった場合は、再度プロポーザルを実施します。 

 

 ⑴ 審査（プレゼンテーション等） 

開 催 日 令和８年５月 18 日（月）午後 ※時間等の詳細は、別途通知します。 

開催場所 新発田市役所本庁舎５階 会議室 503･504 

審査内容 
⑴ 応募者による企画提案書のプレンゼンテーション 

⑵ 選定委員による企画提案に対するヒアリング 

備 考 

⑴ 審査順は、参加表明書の提出順とします。 

⑵ 審査は、応募者が 1 者の場合でも行います。この場合、当該応募者の評価点が最

低基準点以上であれば、契約候補者として選定されます。 

⑶ 出席者は、責任者を含め３名以内としてください。なお、欠席した場合は応募を

取りやめたものとみなします。 

⑷ 説明は、１共同企業体につき 20 分以内（説明 15 分、質疑応答５分）とします。 

⑸ 開催当日に新しく資料等を提出することはできません。提出済みの企画提案書に

基づき説明してください。 

⑹ プロジェクター等を使用する場合は、事前に申し出てください。プロジェクター

及びスクリーンは、市で用意します。ただし、パソコン等の機器は持参してくださ

い。※プロジェクターは HDMI 入力対応 

⑺ 選定委員会における審査の内容は公表せず、また、審査結果に対する異議申立て

は一切受け付けません。 

⑻ 提出書類が期限までに提出されなかった場合、又は提出書類に虚偽の記載がある

場合は、失格とします。 

⑼ 最高得点が同点となった場合は、見積価格が低い応募者を契約候補者として選定

し、見積価格も同額の場合は選定委員会で協議し多数決により決定します。 

⑽ 企画提案書の書類審査のみを実施し、プレゼンテーション等を実施しない場合が

あります。 

 ⑵ 選定結果 

選定委員会の審査結果を踏まえ、すべての応募者に令和８年５月下旬に電子メールにより選定結

果を通知します。また、市ホームページでも公表します。 

なお、選定結果に対する質問や異議には一切応じません。ただし、自己の評価結果に限り、希望

する応募者に対し情報提供を行います。 

 

12 契約に関する事項 

⑴ 受託事業者の決定 

本市と契約候補者とは、業務実施に向けた協議（事前協議）を行い、必要な事項の確認及び調整

を行います。契約候補者との協議が不調に終わった場合は、次順位候補者を新たな契約候補者とし、

同様の協議を行います。いずれの場合においても事前協議が整ったときは、その契約候補者と業務

委託契約を締結し、受託事業者（受注者）として決定します。 

⑵ 責任及びリスク分担 

責任及びリスク分担の考え方は、受託事業者は、実施する業務について責任を持って遂行し、業
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務に伴い発生するリスクについても、原則として受託事業者が負うものとします。 

⑶ 印紙税の取扱い 

契約締結に際して、受託事業者には印紙税が課税されます（印紙税額については、税務署に確認

してください）。 

⑷ 業務の詳細に係る協議 

受託事業者は、企画提案書に従い誠意を持って業務を履行するものとしますが、業務の詳細は事

前協議により決定することとしているため、提案内容の見直しが必要となることがあります。これ

ら見直しに伴い発生する費用は両者協議の上、決定します。 

 

13 委託業務開始前における準備体制 

受託事業者は、本市と連絡を密にし、円滑な委託業務開始に向けて必要な準備を行うものとします。 

 

14 その他留意事項 

⑴ 暴力団の排除 

  ア 契約の締結 

    契約候補者選定から本件契約締結の日までの期間において、契約候補者が上記５－⑵－イに該

当することが判明した場合、契約を締結しないものとします。 

  イ 妨害又は不当要求に対する届出義務 

    契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければなり

ません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において

契約の相手方としない措置を講ずる場合があります。 

⑵ 使用する言語及び通貨 

本プロポーザル及び契約締結に関する手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国

通貨に限ります。 

⑶ 接触の禁止 

募集期間中は、本要項に定められた場合を除き、選定委員、所管部署（問合せ・提出先に同じ。）

その他本件関係者に対して、本プロポーザルに関する情報収集等を目的とした接触を禁じます。接

触の事実が認められた場合には、失格となることがあります。 

⑷ 応募の取下げ 

応募書類を提出後、応募者の都合により応募を辞退することとなった場合には、応募辞退届（様

式７号）を「15 担当課・問い合わせ先」に提出してください。その場合、当該辞退により本市に損

害が発生した場合は、応募者が賠償するものとします。 

⑸ 提案内容変更の禁止 

一旦提出された書類の内容を、契約候補者選定前に変更することはできません。 

⑹ 応募及び選定結果の取消し 

応募資格を失った場合、又は有しないことが判明した場合及び応募書類の記載に虚偽や不備があ

った場合は、その応募又は選定結果を取り消すこととします。 

⑺ 応募書類の取扱い 

本市に提出した応募書類は、返却しません。また、応募書類は、本プロポーザル以外の目的には

使用しません。 
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⑻ 応募書類の情報公開 

本プロポーザルに係る応募書類は、新発田市情報公開条例（平成 14 年新発田市条例第 34 号。以

下「情報公開条例」という。）に基づく開示請求の対象となります。開示請求がなされた場合は、個

人に関する情報、企画提案書や見積書等、公表することにより提案事業者の権利・競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがある情報、契約に係る事務に関し本市の財産上の利益又は当事者

としての地位を不当に害するおそれがある情報、施設の安全維持に支障となる事項等を除き、情報

公開対象となります。なお、開示決定等に当たっては、あらかじめ提案事業者の意見を聴き、情報

公開条例の規定に基づき決定することとします。 

⑼ 費用負担 

応募に関して必要となる費用は、すべて応募者の負担とします。また、応募書類に含まれる特許

権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象と

なっている業務の手法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として応募者の負担と

します。 

⑽ その他 

本プロポーザルのために公募資料以外の資料を本市から提供することはありません。応募者は、

本市が提供した情報及び独自に合法的に入手した情報のみで応募を行ってください。本市が提供す

る資料は、本プロポーザルに関わる目的以外に使用することを禁じます。また、目的の範囲内であ

っても、本市の了承を得ることなく、第三者に対してこれを使用させたり、内容を提示したりする

ことを禁じます。ただし、以下の情報については、この限りではありません。 

・当該情報を知り得た時点で、既に応募者が保有していたことを証明できる情報 

・当該情報を知り得た時点以降に、応募者による本要項の違反なしに公知となった情報 

・当該情報を知り得た時点で、公知であった情報 

・開示する権利を正当に有する第三者から開示を受け、入手した情報 

 

15 担当課・問い合わせ先 

新発田市環境衛生課生活環境係 

〒957-8686 新発田市中央町３丁目３番３号（ヨリネスしばた 1 階） 

電話：0254-28-9120  FAX：0254-26-2296 

メールアドレス：kankyou@city.shibata.lg.jp 


